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　妊娠初期に風しんに感染すると、生まれてくる
お子さんが「先天性風しん症候群」に罹患する可
能性が高くなります。出生時の先天性風しん症候
群の発生を予防する為、次の方を対象に予防接種
費用の助成をしています。
▼対象者　岬町に住民票があり、風しん抗体検査の結
果、抗体を保有していないと判断された下記の方で
①妊娠を希望する女性及びその配偶者　
②妊婦の配偶者
▼助成期間　平成 29 年３月 31 日
▼対象ワクチン　
　麻しん風しん混合ワクチンまたは風しんワクチン
▼助成額　全額助成　※下記上限有り
　ＭＲワクチン 9,744 円、風しんワクチン 6,275 円
※接種方法・指定医療機関など詳しくは、岬町ホ
ームページをご覧ください。
▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424・2425

　風しん予防には、ワクチンを接種し免疫を獲得
することが有効です。風しんに対する十分な免疫
があるかどうかは抗体検査で確認することができ
ます。この機会にぜひ抗体検査を受けましょう。
▼実施場所　大阪府泉佐野保健所　２階
▼検査日時　
　毎月第１・３月曜日（祝日は除く）　10 時～ 11 時
▼検査受付方法　電話による予約制（定員 20 名）
▼持ち物　本人を証明できる書類（運転免許証・
健康保険被保険者証・母子健康手帳等）
▼その他　抗体価が低い場合は、風しんワクチン

（麻しん風しん混合ワクチン）の接種をお勧めしま
す。岬町において予防接種助成を行なっています。
※詳しくは、岬町ホームページをご覧下さい。
▼問合せ　
　泉佐野保健所　地域保健課　☎ 462 ‐ 7703・7704

風しんワクチン等接種費用助成 無料風しん抗体検査実施

　岬町では、出生率の回復をめざし、子どもを産み育てたいと望んでいるのにできない
ご夫婦を支援するため、一般不妊・不育治療に対する費用の一部を助成しています。

岬町一般不妊・不育症治療助成事業のお知らせ岬町一般不妊・不育症治療助成事業のお知らせ

▼対象となる方　次に揚げる要件を全て満たす方
①法律上の婚姻をしている夫婦であること。
②岬町に住民登録していること。
③各種医療保険に加入していること。
④町税等の滞納がないこと。
⑤妻の年齢が満 43 歳未満であること。
⑥岬町暴力団等の排除に関する条例に
規定する暴力団関係者でないこと。
▼助成内容　１年度に一人５万円（夫婦共に治療す
る場合は10万円）を限度に最大６年間助成します。
▼申請方法
※一般不妊治療終了後、申請書に関係書類を添
えて保健センターに申請してください。
※治療を受けた日の属する年度の３月末までに申
請してください。（平成28年度分は平成29年３月末）
　申請内容を審査のうえ、承認を受けた方に対
して、口座振込により助成金をお支払いします。
※申請書類、関係書類については、岬町 HP か
らもダウンロードできます。

▼助成対象経費　次に揚げる治療検査を一般不妊・
不育症治療とし、助成の対象とします。
①医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる
不妊治療（例：タイミング療法、薬物療法、手術療法等）
②医療保険適用外の不妊治療の内、体外受精及び顕
微授精を除く治療（例：人工授精）
③治療の一環として行われる検査、治療開始前に不
妊原因を調べるための検査
④医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検
査（例：薬物治療、手術治療、抗体検査、染色体検査等）
※入院時の部屋代や食事代など治療に直接関係のな
い費用は、助成の対象外です。
※不妊治療を実施している産婦人科、泌尿器科であ
れば医療機関の指定はありません。
▼岬町ホームページ　
　http:// www.town.misaki.osaka.jp/

　　　▼問合せ　保健センター　　　　　　
☎ 492 － 2424　ＦＡＸ 492 － 2433
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健 康 ス ケ ジ ュ ー ル

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

BCG
生後３か月～ 12 か月に至る
までに１回接種（標準接種
期間　生後５か月～８か月）

５月 27 日（金）
14 時～ 14 時 30 分

▼健診などの実施場所
〇５月 19（木）・27 日（金）
　保健センター
〇５月 24 日（火）
　町民体育館
▼肝炎ウイルス検査・大腸
がん検診、歯科健診以外は
予約が必要です。
▼各種がん検診等について
は有料ですが、生活保護
世帯、もしくは 70 歳以上
の方は無料になります。詳
しくはお問い合わせくださ
い。
▼「保健師健康相談」、「心
の健康相談」は「各種相談」
のページ（19 Ｐ）に掲載
しています。
▼大腸がん検診は左記日時
の一週間前までに検査容器
を保健センターまで取りに
来てください。（土日除く）
▼毎月10 日までの健康ス
ケジュールは前月号に掲載
しています。詳しくは「平
成 28 年度健康づくり日程
表」でお知らせしています
ので、1 年間大切に保管し
て健康づくりにお役立てく
ださい。

骨粗しょう症検診
（要予約） 満 40 歳以上の方

５月 19 日（木）
９時 30 分～ 11 時 30 分
13 時～ 14 時 30 分

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査
歯科健診

●特定健診
　国保加入者で 40 歳～ 74
歳の方、または満 40 歳以上
の生活保護世帯の方
●国保若年特別健診
　S52.4.１以降に生まれた方
で満15歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）
●歯科健診　満 15 歳以上

５月 24 日（火）
９時 30 分～ 11 時 30 分

大腸がん検診
（要予約） 満 40 歳以上

５月 19 日（木）
９時 30 分～ 14 時 30 分
５月 24 日（火）
９時30分～ 11 時 30 分

胃がん検診
（要予約） 満 40 歳以上 ５月 24 日（火）

９時 30 分～ 11 時

乳がん検診
（要予約） 満 40 歳以上（２年に１回）

５月 19 日（木）
９時 30 分～ 11 時 30 分、
13 時～ 14 時 30 分

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種定期接種のお知らせ
▼対象　①平成 28 年度に、65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・100 歳になられる方
　　　　② 60 ～ 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能等に重度障害のある方（医師の判断による）
　　　　※ただし、次の方は除く
　　　　　○過去に肺炎球菌ワクチン（23 価）を接種したことのある方
　　　　　○脾臓摘出された方、公害被認定者の方等、医療保険等の対応が可能な方
▼接種場所　指定医療機関（予約制）
　詳しくは、保健センターまたは岬町ホームページで確認してください。

（指定医療機関外での接種をご希望の方は、事前に保健センターまでお問い合わせください）
▼接種期間　平成 29 年３月末まで
▼持参物　健康保険証、健康手帳
▼助成額　１人１回 4,000 円（生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方は無料になります。）
　　　　　※住民税非課税世帯の方への助成証明証は、保健センターで発行しますので
　　　　　　必要書類（保険証・委任状等）をご持参の上、申請にお越しください。

▼問合せ　保健センター　☎ 492 － 2424・2425
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～世界に一番近い旅の博覧会～
関空旅博 2016

　６月４日 ( 土 )、５日 ( 日 ) の２日間、『関空旅博 2016』を開催します。「関空旅博」は関西国
際空港が毎年実施している西日本最大の旅行イベントで、今年で 12 回目を迎えます。今回は『セ
カイトアナタガツナガル』をテーマに、旅の魅力を発信します。今年は、大阪出身のシンガーソン
グライター”ヤイコ”こと矢井田瞳さんをお迎えするほか、航空会社のオリジナルグッズなど貴重
なアイテムが揃う「KIX チャリティージャンク市」など例年大好評のコンテンツも実施します。ぜ
ひ皆様お誘い合わせの上お越しください。期間中、駐車場の混雑が予想されます。空港へお越しの
際は電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。

◆KIX チャリティージャンク市
▼開催場所　 関空展望ホール「Sky View」　
▼概要　航空会社のオリジナルグッズや航空機の
部品、空港備品などが勢揃い。貴重なお宝アイテ
ムが見つけられるかも !?

 ◆ステージイベント
▼場所　 南イベント広場特設ステージ
▼概要　世界各国の文化や魅力を伝える参加型
イベントが盛りだくさん。関西空港ならではの
エンターテイメントショーを終日開催します。

◆旅行フェスティバル
▼場所　南北広場
▼概要　国内外の観光局や航空会社、旅行会社
などが一挙集結！最新の観光情報をゲットし
て、楽しい旅プランを描こう！

 ◆海外旅行セミナー
▼開催場所　関西空港会議場
　　　　　　（ホテル日航関西空港１階）
▼概要　政府観光局や航空会社などによるセミナ
ーを開催。本格的な知識を身につけ、海外旅行で
役立てよう！

◆世界のグルメ
▼開催場所　北イベント広場
▼概要　旅先での楽しみのひとつと言えば、各
国のご当地グルメ。友人や家族とシェアしなが
ら楽しんでみるのもアリ！

※各イベントの開催日は、いずれも６月４日（土）
～５日（日）です。

▼問合せ　関空旅博 2016 運営事務局
　　　　　　　☎ 06 － 6347 － 1489

　

　北米方面では、５月 15 日 ( 日 ) から、昨年好評であったエアカナダが関西＝バンクーバー線
を週６便で 2016 年も運航します。関西空港からカナダへの唯一の直行便となります。また、
アジア方面へは５月 16 日 ( 月 ) からタイ国際航空が運航機材を大型化し、総 2 階建ての世界最
大の旅客機、エアバス A380 型機を約１年ぶりに定期運航するほか、５月 18 日 ( 水 ) より北京
首都航空が関西＝済南線へ週１便にて新規就航します。
　2016 年夏期スケジュールは、９月ピーク時で開港以来最高便数の週 1260 便を計画していま
す。海外旅行の際には、関西国際空港の国際線をぜひご利用ください。

関西国際空港からの国際線フライトが増え、ますます充実！関空NEWS

　　　▼問合せ　関西空港案内　☎ 455 ‐ 2500
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◆泉南警察署からお知らせ
■サミット開催にご協力を
　「伊勢志摩サミット」が、５
月 26 日（木）、27 日（金）、三
重県志摩市において開催される
ほか、関係閣僚会合が４月の広
島県広島市において開催される
外務大臣会議を皮切りに、全国
10 都市において開催されます。
　サミット期間中は、公共交通
機関や重要施設等で警戒警備が
実施されます。検問等で行き先
を尋ねたり、持ち物等の確認を
させていただくことがあります。
　また、期間中は交通規制が行
われますのでマイカー利用はお
控えください。
　なお、不審な人物や不審な車・
物を見かけた際は 110 番通報
をお願いします。
　また、過激派アジト発見にご
協力ください。過激派はアパー
トやマンションで普通に暮らし
ているように見せかけて、違法
行為を行っています。「テロ、
ゲリラ」事件を防ぐため、不審
な人物が出入りする家屋や建物
がありましたら、泉南警察署ま
でご一報ください。
■特殊詐欺に注意！
　子ども、警察官、銀行職員、
弁護士などを騙って、お金をだ
まし取る手口の詐欺が多発して
います。「風邪で声がおかしい、
携帯電話の番号が変わった」と
いう電話があったとき注意しま
しょう。「自分だけは大丈夫」
と思わず、怪しい電話がかかっ
てきたときは一人で判断せず、
公共機関や身近な人に相談し確
認しましょう。
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 2715

その他
◆「宅地防災月間」
　5 月 1 日～ 5 月 31 日

　５月は ｢宅地防災月間｣ です。
宅地災害は、いったん起こると
家屋や家財、ときには尊い人命
にかかわることにもなりかねま
せん。造成中の急斜面、無理な
積み方をした石垣、風化の著し
い崖面などは、長雨、大雨等に
より思わぬ災害を引き起こすこ
とがあります。
　「宅地防災月間」は、大雨が
予想される梅雨期を前に宅地造
成工事などによって起こる崖崩
れや土砂の流出による災害発生
を未然に防ぎ、宅地災害をなく
そうという目的で実施していま
す。
　大阪府では、この期間中に府
内市町村や消防、警察など宅地
防災に関係する機関と協力して、
次のような事業を実施します。
○防災パトロールの実施
　パトロール隊を編成し、宅地
造成地や土砂採取地などにおけ
る造成地の防災工事の安全性な
どについて点検、指導をします。
○宅地防災技術研修会の実施
　宅地防災知識の啓発、普及を
図るため、5 月下旬に宅地造成
事業者、設計者などを対象に宅
地防災に関する技術研修会を開
催します。
　詳しくは、大阪府建築指導室
ホームページや市町村などの宅
地防災担当窓口にて配布する案
内チラシをご覧下さい。
　また、ご家庭でもこれを機会
に宅地災害を未然に防止するた
めの必要な点検をお願いしま
す。次のような点について自宅

の周辺を点検し、早急に適切な
処置をすることが必要です。
○石垣、擁壁等に亀裂などは入っ
ていませんか、また割れ目から地
下水がしみ出していませんか。
○石垣、擁壁等の水抜き穴から
うまく水が流れ出ていますか。
○地盤は沈下していませんか。
○排水のための溝に泥などがつ
まっていませんか。
　なお、大阪府建築指導室が発
行している ｢石積み・ブロック
積みよう壁の自己診断マニュア
ル｣ には、点検方法など具体的
に記載しています。マニュアル
は大阪府建築指導室ホームペー
ジに掲載していますのでご利用
ください。
▼問合せ　
○大阪府住宅まちづくり部建築
指導室建築企画課
　☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9720（直通）
○役場建築課　☎ 492 ‐ 2746

◆大阪府自転車条例施行
　大阪府自転車条例が施行さ
れ、７月１日から保険加入が義
務化されます。
　自転車の交通事故防止、被害
者の保護を図ることを目的とし
て、大阪府自転車条例が制定さ
れました。自転車損害賠償保険
等の加入義務化は７月１日施
行、その他規定は４月１日施行
です。詳しくは、大阪府自転車
条例総合窓口までお問い合わせ
ください。
▼問合せ　
　大阪府自転車条例総合窓口
　　　　☎ 06 － 6944 － 6736
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岬町では早期治療への促進を図るため、Ｃ型肝炎ウイルスの除去を目的としたインターフェロン
治療及びインターフェロンフリー治療に要する費用の助成を行います。

C 型ウイルス性肝疾患治療費助成事業のお知らせC 型ウイルス性肝疾患治療費助成事業のお知らせ

▼対象となる方
　次に揚げる要件を全て満たす方が対象とな
ります。
①Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的としたイン
ターフェロン治療及びインターフェロンフリー
治療を受ける方で肝がんの合併がないこと。
②岬町に住民登録していること。
③医療保険各法の規定に基づく被保険者又
は被扶養者であること。
④大阪府の肝炎治療費助成制度の「肝炎治
療受給者証」の交付対象となること。
⑤町税等の滞納がないこと。
⑥岬町暴力団等の排除に関する条例に規定
する暴力団関係者でないこと。
▼助成内容　
　大阪府の肝炎治療費助成制度の自己負担
限度額の範囲内で岬町が上乗せ助成を行う
こととします。

▼助成期間
　大阪府肝炎治療医療費助成制度を申請された方は、これ
により認定された自己負担額及び治療期間、もしくは、同
等の治療に要すると医師が認めた期間の助成を行います。
▼助成金の交付申請
　平成 28 年４月分の医療費から対象となります。同
じ年度内（４月～翌年３月分まで）の医療費であれば、
まとめて申請することができます。
①岬町ウイルス性肝疾患治療費助成金交付申請書
②岬町ウイルス性肝疾患治療受診等証明書
③助成金申請額内訳書及び領収書
④大阪府の「肝炎治療受給者証」並びに「自己負担上
限額管理票」　　
⑤健康保険証
※申請書類、関係書類については、岬町ホームページ
からもダウンロードできます。
▼岬町ホームページ　
　http://www.town.misaki.osaka.jp/
　　　　▼問合せ　保健センター　
　　　　　☎ 492 － 2424　ＦＡＸ　492 － 2433

　地域において子どもを安心して産み育てられる環境づくり
の一環として、小児の初期救急医療体制を拡充し、平成 28
年６月より木曜日夜間（準夜帯）の小児科診療を開始します。
▼６月以降の診療は下記のとおりです。
■内科・小児科

■小児科のみ

※詳しくは岬町ホームページをご覧ください。　　　　　　
　　　　　　▼問合せ　泉州南部初期急病センター
　　　　　　　　　☎ 464 ‐ 6040　ＦＡＸ 464 － 6041

泉州南部初期急病センターの小児診療拡充

曜日 日時 受付時間
土曜日 18時～ 21時 17時 30分～ 20時 30分

日曜日、祝日、
年末年始
（12月 30日
　～１月３日）

10時～正午
13時～ 17時

９時 30分～ 11時 30分
12時 30分～ 16時 30分

曜日 日時 受付時間
木曜日 20時～ 23時 19時 30分～ 22時 30分

～400ml 献血にご協力ください～～400ml 献血にご協力ください～

献血献血
▼日時　５月 18 日（水）
　　　　10 時～正午
　　　　13 時～ 16 時
▼場所　岬町役場
▼男性　17 歳～ 69 歳
　女性　18 歳～ 69 歳
※ 65 歳以上の方は、60 歳～
　64 歳の間に献血経験のある
　方に限ります。
※ 400ml 献血の需要が高まっ
ており 200ml 献血はお断りす
る場合があります。
▼問合せ　保健センター
　　　　　☎ 492 － 2424
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年　金

◆障害者差別解消法施行
　本年４月から「障害を理由と
する差別の解消に関する法律

（障害者差別解消法）」が施行さ
れました。
　国の行政機関、地方公共団体
及び民間事業者における障がい
を理由とする差別を解消するた
めの措置などについて定めるこ
とによって、すべての国民が障
がいの有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する
社会の実現につなげることを目
的としています。
■障がいを理由とする差別とは
　障がいを理由として、正当な
理由なく、サービスの提供を拒
否、制限、条件を付けたりする
ような行為をいいます。
　また、障がいのある方から何
らかの配慮を求める意思の表明
があった場合には、負担になり
過ぎない範囲で、社会的障壁を
取り除くために必要で合理的な
配慮を行うことが求められま
す。こうした配慮を行わないこ
とで、障がいのある方の権利利

募　集
◆淡輪幼稚園親子登園募集
　６月から淡輪幼稚園で親子登
園を行います。幼稚園で楽しく
遊びましょう。
▼募集対象児　
　平成 28 年４月現在、２歳、３
歳になった未就園児
▼地域　岬町在住で淡輪幼稚園
に通園できる親子
▼日時　月１回程度（年間10回）
　９時 30 分～ 11 時
▼費用　材料費、おやつ代とし
て年間 1200 円と保険代
▼申込期間
　５月 16 日（月）～ 27 日（金）
　９時～ 16 時〈随時〉
※申込用紙は、幼稚園にあります。
▼問合せ　淡輪幼稚園　
　　　　　☎ 494 ‐ 3001

福　祉

平成 28 年度の納付月のお知らせ

　　 全期・第1期 第２期 第３期 第４期

固定資産税 ５月 31日 ８月１日 ９月 30日 11月 30日
町 府 民 税 ６月 30日 ８月 31日 10月 31日 12月 26日
軽自動車税 ５月 30日

　平成 28 年度の税目別納付期限は次のとおりです。また、５
月は固定資産税の第１期分及び軽自動車税の納付月です。納付
期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアでお納
めください。口座振替（又は郵便自動払込）をご利用の方は、
預貯金残高をお確かめください。

▼問合せ　税務課　納税係　☎ 492 － 2765

◆国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金（65 歳から受
けられる年金）は、20 歳～ 60
歳になるまでの 40 年間保険料
を納めなければ満額の年金を受
け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れな
どにより、保険料の納付済期間
が 40 年間に満たない場合は、
60 歳～ 65 歳になるまでの間に
国民年金に任意加入して保険料
を納めることにより満額に近づ
けることができます。
　なお、老齢基礎年金を受ける
ためには保険料の納付済期間や
保険料の免除期間等が原則とし
て 25 年以上必要となりますが、
この要件を満たしていない場合
は、70 歳になるまで任意加入
することができます。（※ただ
し、昭和 40 年４月１日以前に
生まれた方に限られます。）
　また、海外に在住する日本国
籍を持つ方も、国民年金に任意
加入することができます。詳し
くは、お近くの年金事務所、ま
たは、役場保険年金課にお問い
合わせください。
▼問合せ　
貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122
役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

益が侵害される場合も、差別に
あたります。
　障害者差別解消法についての
詳しい内容は内閣府ホームペー
ジをご覧ください。
▼問合せ　
　地域福祉課　☎ 492 ‐ 2700
　人権推進課　☎ 492 ‐ 2773

◆自動車税の納期限
▼納期限　５月 31 日（火）
　納税通知書に記載の金融機
関、郵便局、コンビニエンスス
トア、クレジットカード（イン
ターネットによる手続き）で納
期限までにお納めください。
▼問合せ　大阪府自動車税コー
ルセンター　☎ 0570 ‐ 020156	
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人 の 動 き

平成 28 年 4 月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６０１
１６，３８３人
   ７，６９５人
   ８，６８８人

（－　２）
（－５５）
（－１９）
（－３６）

前月比

税
◆税務署からのお知らせ
■ e-Tax をご利用ください
　国税電子申告・納税システム
(e-Tax) とは、税務署や金融機関の
窓口に行かなくても、所得税、法
人税、消費税、酒税及び印紙税等
の申告、並びにすべての税目の納
税、申請・届出等が、自宅やオフ
ィスあるいは税理士事務所などか
ら、インターネットを利用して手
続ができるシステムです。

※ e-Tax に関する詳細は、e-Tax
ホームページ（http://www.e-tax.
nta.go.jp）へアクセスしてください。
■ダイレクト納付をご利用くだ
　さい
　ダイレクト納付とは事前に税務
署に届出をしておけば、e-Tax を
利用して電子申告等をした後に届
出をした預貯金口座から簡単なク
リック操作で即時又は期日を指定
して納付することができる新たな
納付手段です。また、利用可能な
金融機関が増えました！便利なダ
イレクト納付をご利用ください。

　平成 27 年３月 31 日までに初めて車両番号の指定を受けた車両については、初めて車両
番号の指定を受けた月から起算して 14 年を経過した月の属する年度以後の年度分に対し、
重課税率が適用されます。下記の早見表によりご確認ください。なお、重課税率の適用を受
けるまでは改正前の税率のままです。

適用年度 平成 28 年度以降 平成 29 年度以降 平成 30 年度以降 ・・・・・・
初度検査年月 平成 14 年 12 月まで 平成 16 年３月まで 平成 17 年３月まで ・・・・・・
※初度検査年月は自動車検査証で確認することができます。

（正）

重課税率適用早見表

■納税証明書のオンライン請求を
　ご利用ください
　納税証明書のオンライン請求と
は、自宅等のパソコンやスマート
フォン、タブレット端末で納税証
明書請求データを作成し、送信す
ることで窓口で書面により請求す
る場合と比べ、安価な手数料で待
ち時間も短縮できる手続です。
※請求に当たっては、e-Tax ホ
ームページ（http://www.e-tax.nta.
go.jp） の e-Tax ソ フ ト（WEB 版
又は SP 版）をご利用ください。
▼問合せ　泉佐野税務署
　　　　　☎ 072 ‐ 462 ‐ 3471

平成 28 年２月号掲載記事の訂正とお詫び
平成 28 年２月号に掲載した軽自動車税の改正記事に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

▼問合せ　税務課課税係　☎ 492 ‐ 2752

軽課適用基準
車種

平成 32 年度燃費
基準達成車

平成 32 年度燃費
基準 +20％達成車

電気自動車、
天然ガス軽自動車

軽四輪乗用
自家用 （注２）8,100 円 （注２）5,400 円 （注３）2,700 円

営業用 （注２）5,200 円 （注２）3,500 円 （注３）1,800 円
軽課適用基準

車種
平成 27 年度燃費

基準＋ 15％達成車
平成 27 年度燃費
基準 +35％達成車

電気自動車、
天然ガス軽自動車

軽四輪貨物
自家用 （注２）3,800 円 （注２）2,500 円 （注３）1,300 円

営業用 （注２）2,900 円 （注２）1,900 円 （注３）1,000 円
（注２）平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成者（★★★★低排出ガス車）に限ります。
（注３）天然ガス軽自動車は、平成 21 年排出ガス規制に適合し、平成 21 年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ５月 11 日（水）・25 日（水）
14 時〜 17 時（定員６名）

水道庁舎一階会議室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ５月 18 日（水）
10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　９時～ 17 時
■障がい者出張相談（要予約）
　５月25日（水）13時30分〜16時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　９時〜 17 時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　13 時 30 分〜 15 時（要予約） 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ５月 13 日（金）13 時〜 16 時 役場監査委員室
産業観光課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

５月 17 日（火）
13 時 30 分〜 15 時

役場監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

月・火・木曜日（祝日は除く）の
９時〜17時　※受付は16時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 − 3270

水・金曜日（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内）☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

火・水・木曜日（祝日は除く）の
９時～17時　※受付は16時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 － 3270

金曜日（祝日は除く）の
９時～ 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内）☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談

平日（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）☎ 492 － 3270

月・木（祝日は除く）の
９時〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎ 494 － 1508

◆障がい者就労・生活相談 平日　９時〜 17 時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　９時〜 17 時 30 分 保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談 ５月 30 日（月）　10 時～正午 保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談 ６月６日（月）　10 時～正午 保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）５月 17 日（火）13 時～ 16 時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆出張福祉なんでも相談

■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　５月 11 日（水）　13 時～ 15 時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　５月 18 日（水）10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　５月 25 日（水）10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633

◆福祉なんでも相談
　　　　　　　（要予約）平日　９時～ 17 時 30 分 ■いきいきネット相談支援センター　

　☎ 492 ‐ 2955

◆生活困窮に関する相談
  （随時の場合は要予約）

■役場相談室
　５月 11 日（水）14 時～ 16 時

■大阪府岸和田子ども家庭センター
　生活福祉課　はーと・ほっと相談室
　☎ 441 ‐ 2760
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　総務省と経済産業省は、平成 28 年６月１日現在で、「平成 28 年経済センサス ‐ 活動調査」
を実施します。この調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点
で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにす
るとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的として
います。
　調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いして直接配布するか、国が郵送します。
調査員がお伺いする場合は、必ず「調査員証」と「従事者用腕章」を身に付けています。調査
へのご理解・ご協力をお願いします。

平成 28年経済センサス‐
活動調査を実施します

平成 28年経済センサス‐
活動調査を実施します

▼平成 28 年経済センサス
　 ‐ 活動調査 キャンペーンサイト
http://www.e-census2016.stat.go.jp/

▼問合せ　まちづくり戦略室　地方創生企画政策担当　☎ 492 ‐ 2775

広報岬だより平成28年５月号　平成28年（2016年）５月1日発行
編集 /発行　岬町役場　まちづくり戦略室　〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1
広報に関するご意見・問合せ☎072－492－2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は23.49円です。

公式 Facebook

（QR コード）

　個人番号カード（マイナンバーカード）交付通知書が届いた方は、下記の必要書類をご持参のう
え受け取りにお越しください。下記日曜日を開庁して交付を受付けますので、ぜひご利用ください。

個人番号カード交付に伴う日曜日の開庁について

▼個人番号カードの交付時に必要なもの
○交付通知書（はがき）
○通知カード
○本人確認書類
　●Ａ：運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（顔写真があるもの）、身体
　　障害者手帳など公的機関の発行のもの１点
　●Ｂ：Ａの書類をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、
　　年金手帳、年金証書、社員証、学生証、本人名義の預金通帳、身分証明書など、
　　本人の氏名、生年月日、または本人の氏名、住所が記載されたもの２点
○住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※マイナンバーカードの受け取りには、申請者ご本人がお越しください。ご本人がお
越しになれない場合等、詳しくは住民生活課にお問い合わせください。

開庁日 開庁場所 受付時間
５月 29日（日） 役場住民生活課

９時～ 16時
６月 26日（日） 役場住民生活課

▼問合せ　住民生活課マイナンバー窓口　☎ 492 ‐ 2001


